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改訂履歴

No 改訂日 改訂箇所 改訂内容 版数

1 2024/1/31 - 初版作成 1.00

2 2024/4/1 P8,11 助産所の運用テスト開始に伴う記載追加 1.10

3 2024/5/31 P1,4 ・手順書名称を修正
・施術所等向け総合ポータルサイト改修に伴う画面変更

1.20
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マイナ資格確認アプリ 利用開始申請の方法（共通）

施術所等向け総合ポータルサイトへのログイン

1-1.トップページ上の「ログインはこちら」又は画面右上の「ログイン」を押下します。
※ログイン時に必要なユーザー登録の方法は「ユーザー登録手順書」をご確認ください。
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マイナ資格確認アプリ 利用開始申請の方法（共通）

施術所等向け総合ポータルサイトへのログイン

1-2.ユーザー登録時に登録したメールアドレスとパスワードを入力し「ログイン」を押下し
ます。
※ログイン時に必要なユーザー登録の方法は「ユーザー登録手順書」をご確認ください。
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マイナ資格確認アプリ 利用開始申請の方法（共通）

各種申請を選択

2.ログインをした後、トップページに戻り「各種申請」を押下します。
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マイナ資格確認アプリ 利用開始申請の方法（共通）

利用開始申請を選択

3.各種申請の一覧画面から「利用開始申請」を押下します。
※ログインをしないと各種申請の一覧画面が表示されないため、「利用開始申請」が表示されない場合は、本書3～4
ページを参考に施術所等向け総合ポータルサイトへログインを行ってください。
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マイナ資格確認アプリ 利用開始申請の方法（共通）

記事内にあるリンクから利用開始申請へ遷移

4. 記事内にある、「利用開始申請はこちら」を押下しリンク先へ移動します。
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マイナ資格確認アプリ 利用開始申請の方法（共通）

施設の確認方法の選択

5-1.マイナ資格確認アプリ利用施設の確認を行うため、以下①又は②の「施設の確認方法」
を選択します。
※選択により入力項目が異なります。

～（次ページ以降で説明）～

～（申請者や施術所の情報が表示されます）～

① 支払基金又は地方厚生（支）局に提出済み
の情報との照合により施設を確認します。

② 書類を添付することで施設を確認します。
※証拠書類の添付が必須となります。

①による確認を基本とし、①で施設確認が行
えない場合は、②の証拠書類の添付により施
設の確認を行ってください。

▪ 施術所（柔道整復師・あん摩マッサージ
指圧師・はり師・きゅう師）

→9ページ

▪ 健診実施機関等
→10ページ

▪ 助産所
→11ページ

①
②
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マイナ資格確認アプリ 利用開始申請の方法（施術所）

生年月日の入力又は受領委任承諾通知書の添付
5-2.申請画面で必要な情報を入力します。 （8ページで選択した内容により入力項目が異なります。）

➢施設の確認方法で①を選択した場合
◼施術管理者（※）の生年月日（西暦）を入力し、
「施設の確認」を押下します。
※施術管理者とは、施術所情報に表示されている
登録記号番号を保有する施術者を指します。

◼職員数
◼申請台数
• 1度の申請における上限台数は20台です。業務に
必要な台数のみをご申請ください。

（例：職員1人当たり2台など）

➢施設の確認方法で②を選択した場合
◼受領委任承諾通知書のスキャン又は
写真を添付します。
• 受領委任承諾通知書は地方厚生（支）局から
通知されます。
• 添付ファイル形式はPDF/PNG/Excelとし、
上限100MBまでのデータ容量となります。

◼資格確認限定型オンライン資格確認等
   システム利用規約を確認後、「上記の
   利用規約に同意します。」のチェック
   ボックスにチェックを入れます。

①
②
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マイナ資格確認アプリ 利用開始申請の方法(健診実施機関等 保険医療機関(医科)以外)

口座番号の入力又は特定健診・特定保健指導機関届(保険医療機関以外)の添付

5-2.申請画面で必要な情報を入力します。(8ページで選択した内容により入力項目が異なります。) 

➢施設の確認方法で①を選択した場合
◼診療報酬請求・健診等費用の請求に使用して
いる金融機関の口座番号を半角数字7桁以内で入
力し、施設の確認を押下します。
◼職員数
◼申請台数
• 1度の申請における上限台数は20台です。業務
に必要な台数のみをご申請ください。
（例：職員1人当たり2台など）

➢施設の確認方法で②を選択した場合
◼特定健診・特定保健指導機関届
（保険医療機関以外）のスキャン又は
写真を添付します。
• 特定健診・特定保健指導機関届（保険医療機関以外）
は所在する都道府県の審査委員会事務局へ提出した書類
となります。
• 添付ファイル形式はPDF/PNG/Excelとし、
上限100MBまでのデータ容量となります。

◼資格確認限定型オンライン資格確認等
   システム利用規約を確認後、「上記の
   利用規約に同意します。」のチェック
   ボックスにチェックを入れます。

①
②
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マイナ資格確認アプリ 利用開始申請の方法(助産所)

口座番号の入力又は出産育児一時金等の直接支払制度に係る登録用紙
(助産所)の添付

5-2.申請画面で必要な情報を入力します。 （8ページで選択した内容により入力項目が異なります。）

➢施設の確認方法で①を選択した場合
◼出産育児一時金等の請求に使用している金融
機関の口座番号を半角数字7桁以内で入力し、
施設の確認を押下します。

◼職員数
◼申請台数
• 1度の申請における上限台数は20台です。業務に
必要な台数のみをご申請ください。
（例：職員1人当たり2台など）

➢施設の確認方法で②を選択した場合
◼出産育児一時金等の直接支払制度に係る登録用
紙（助産所）のスキャン又は写真を添付します。

• 出産育児一時金等の直接支払制度に係る登録用紙
（助産所）は社会保険診療報酬支払基金へ提出した書類
となります。
• 添付ファイル形式はPDF/PNG/Excelとし、
上限100MBまでのデータ容量となります。

◼資格確認限定型オンライン資格確認等
   システム利用規約を確認後、「上記の
   利用規約に同意します。」のチェック
   ボックスにチェックを入れます。

①
②
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マイナ資格確認アプリ 利用開始申請の方法（共通）

入力内容を送信

5-3.必要な情報を全て入力した後、「送信」ボタンを押下します。

▪ 「送信」ボタンの下に必須情報としてボタンが存在する場合は、各ボタンを押下し必須情報を入力後、
   「送信」ボタンを押下してください。

▪ 必須情報を全て入力するとボタンは表示されなくなります。
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マイナ資格確認アプリ 利用開始申請の方法（共通）

利用開始申請の内容確認画面

5-4.入力項目に不備等がなければ確認画面が表示されます。
入力された内容でよろしければ、「OK」ボタンを押下します。
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マイナ資格確認アプリ 利用開始申請の方法（共通）

利用開始申請受付完了メール

6.利用開始申請の手続が完了すると（※）、登録しているメールアドレス宛に、
from@mail.iryohokenjyoho-portalsite.jpより利用開始申請受付完了のメールが送付され
ます。本メールが届きましたら、施術所等向け総合ポータルサイトでマイナ資格確認アプリ
を利用するためのアカウントが確認できます。
※マイナ資格確認アプリに係る利用開始申請からメールが届くまでに、最大1週間程度お時間をいただいております。
あらかじめご了承ください。

mailto:from@mail.iryohokenjyoho-portalsite.jp
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